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第７章 自殺対策の推進体制 

１ 自殺対策の推進体制 

「誰も一人にさせない、誰も自殺に追い込まれることのない横須賀」の実現を目指し、

庁内組織としては、市長をトップとした、庁内の全部局で構成される「自殺対策推進本

部」および関係課長を構成員とした「自殺対策推進課長会議」、また、地域の関係機関・

団体や公募市民からなる「横須賀市自殺対策推進協議会」において、本計画の各事業の

推進状況の把握等を行い、連携して自殺対策を推進していきます。 

 ≪庁内≫  ≪地域の関係機関・団体≫  

 自殺対策推進本部 

 

横須賀市 

自殺対策推進協議会 

平成31年４月設置要綱改正予定 

 

 本部長 

副本部長 

本部員 

市長 

副市長 

上下水道局長 

教育長 

各部局長25名 

  
学識経験者 

関係団体の代表者 

関係行政機関の職員 

市民公募 

※オブザーバー(市職員) 

 

 

(１)参照 

     

 自殺対策推進課長会議    

     

 各部の総務担当課長等    

(２)参照 

図45 横須賀市自殺対策推進体制 
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   （１）自殺対策推進本部 構成員 

１ 本 部 長 市長 

２ 副本部長 副市長 

３  副市長 

４ 本 部 員 上下水道局長 

５ 教育長 

６ 市長室長 

７ 政策推進部長 

８ 総務部長 

９ 財政部長 

10 文化スポーツ観光部長 

11 渉外部長 

12 税務部長 

13 市民部長 

14 福祉部長 

15 健康部長 

16 こども育成部長 

17 環境政策部長 

18 資源循環部長 

19 経済部長 

20 都市部長 

21 土木部長 

22 港湾部長 

23 上下水道局 経営部長 

24 上下水道局 技術部長 

25 消防局長 

26 教育委員会事務局 教育総務部長 

27 教育委員会事務局 学校教育部長 

28 選挙管理委員会事務局長 

29 監査委員事務局長 

30 市議会事務局長 
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（２）自殺対策推進課長会議 構成員 

 部 局 所属及び役職 備 考 

１ 市長室 秘書課長  

２ 政策推進部 政策推進課長  

３ 総務部 総務課長  

４ 財政部 財政課長  

５ 文化スポーツ観光部 企画課長  

６ 渉外部 国際交流課長  

７ 税務部 税制課長  

８ 市民部 人権・男女共同参画課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

９ 

福祉部 

福祉総務課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

10 障害福祉課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

11 生活福祉課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

12 高齢福祉課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

13 

健康部 

地域医療推進課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

14 市立病院担当課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

15 保健所健康づくり課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

16 
保健所 

生涯現役推進担当課長 
自殺対策推進協議会オブザーバー 

17 保健所疾病予防担当課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

18 
こども育成部 

こども青少年支援課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

19 こども健康課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

20 環境政策部 環境企画課長  

21 資源循環部 資源循環総務課長  

22 経済部 経済企画課長  

23 都市部 都市計画課長  

24 土木部 土木総務課長  

25 港湾部 港湾総務課長  

26 上下水道局 経営部総務課長  

27 消防局 救急課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 

28 教育委員会事務局 学校教育部支援教育課長 自殺対策推進協議会オブザーバー 
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